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令和５年度京丹後市新最終処分場整備に係る基本計画策定及び基本設計業務委託 

プロポーザル募集要領 

 

 

第１ 目的 

 本業務は、現行の京丹後市新最終処分場整備計画に関して、より経済的かつ合理的な設計と

することを目的とする。 

 

第２ 業務概要 

１ 事業名 

令和５年度京丹後市新最終処分場整備に係る基本計画策定及び基本設計業務委託 

 

２ 業務内容 

令和５年度京丹後市新最終処分場整備に係る基本計画策定及び基本設計業務委託特記

仕様書のとおり。 

 

３ 業務委託期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 見積限度額 

５１，０００，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

第３ 契約担当部局 

〒６２７－８５６７ 京都府京丹後市峰山町杉谷889 

京丹後市役所市民環境部 生活環境課 

電話 ： ０７７２－６９－０２４０ 

FAX ： ０７７２－６２－６７１６ 

e-mail ： kankyo@city.kyotango.lg.jp 

 

第４ 参加資格要件 

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次の全ての要

件を満たしていること。 

 

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 

２ 管理技術者は、下記①又は②のいずれかで登録されている技術士の資格を有する者とす

る。 
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①技術士（総合技術監理部門－衛生工学 廃棄物・資源循環） 

②技術士（衛生工学部門－廃棄物・資源循環） 

 

３ 照査技術者は、下記①又は②のいずれかで登録されている技術士の資格を有する者、あ

るいはシビルコンサルティングマネージャー（RCCM－廃棄物）の資格を有する者とす

る。 

①技術士（総合技術監理部門－衛生工学 廃棄物・資源循環） 

②技術士（衛生工学部門－廃棄物・資源循環） 

 

４ 担当技術者は、下記①又は②のいずれかで登録されている技術士の資格を有する者、あ

るいはシビルコンサルティングマネージャー（RCCM‐土質及び基礎）の資格を有する者

とする。 

①技術士（総合技術監理部門－建設 土質及び基礎） 

②技術士（建設部門－土質及び基礎） 

 

５ プロポーザル公告の日から審査完了の日までの期間において、京丹後市建設工事等に係

る指名停止等の措置要綱（平成１６年京丹後市告示第１６号）に基づく指名停止等の措置

を受けていない者であること。 

 

６ 住所地を有する市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

 

７ 京丹後市暴力団等排除措置要綱（平成２３年京丹後市告示第６８号）に基づく排除措置

を受けていない者又は同要綱別表に揚げる措置要件に該当しない者であること。 

 

８ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続

開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者で

ないこと。 

 

第５ 参加申込手続 

１ 参加申込書の提出 

参加希望者は、次のとおり参加申込書を提出しなければならない。 

なお、期限までに参加申込書を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められ

た者は、このプロポーザルに参加することができない。 

 

（１）提出書類  参加申込書（公募型）（参加様式） 

（２）提出期限  令和６年３月２９日（金）午後５時まで 
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（３）提出場所  第３に同じ。 

（４）提出方法  持参又は簡易書留による郵送（提出期限までに到着したものに限る。）

により提出すること。 

（５）提出書類作成時の留意事項 

参加申込書の提出後、参加資格要件の確認のために必要な書類等の提出 

を求めることがある。 

 

２ 参加資格の確認等 

（１）参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請 

第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和６年４月２日（火）に次に掲

げる事項を記載した参加資格審査結果通知書を通知する。併せて参加資格要件を有する者

に、企画提案書の提出を要請する。 

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提案書の提出を

要請する旨 

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由並びに所

定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

（２）参加資格を有しないと認めた者は、その理由について次のとおり書面（様式は任意）

により説明を求めることができる。 

ア 提出期間  令和６年４月９日（火）午後５時まで 

イ 提出場所  第３に同じ 

ウ 提出方法  持参又は簡易書留による郵送（提出期限までに到着したものに限る。）

により提出すること。 

（３）（２）の説明を求められたときは、令和６年４月１６日（火）までに説明を求めた者

に対し理由説明書を通知する。 

（４）参加資格を有する者が（１）の参加資格審査結果通知書の通知を受けた以降に、本業

務への企画提案書の提出を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出（提出方法は

（２）ウと同じ。）すること。なお、企画提案書提出後の辞退については行うことがで

きない。 

 

第６ 企画提案書作成要領 

企画提案書の提出を要請され、辞退しない者（以下「企画提案者」という。）は、次に定め

るところにより企画提案書を作成し提出するものとする。 

１ 提出書類 

（１）企画提案書（提案様式１） 

（２）企画提案内容（提案様式２） 

（４）業務実施体制 

（５）配置予定技術者 

（６）実務経験証明書（参加要件確認用） 



4 

（７）会社概要書 

（８）管理技術者との雇用関係を証する書類（写） 

（９）管理技術者の資格を証する書類（写） 

（10）業務実績書（審査内容確認用） 

（11）資格者一覧（審査内容確認用） 

 

２ 企画提案に係る留意事項 

 ■業務実施方針について 

建設地の特性を考慮して、事業費圧縮のため、どのような配慮が必要と考えるか総括的

な内容で提案することとし、重要事項の指摘と有益な代替案については、それによって得

られる効果についても記載すること。 

■特別テーマに関する技術提案について 

（１）建設コスト削減のために効果的な方法と配置策について（目標建設費：80億円以内） 

   ① 埋立容量計算、造成計画、浸出水処理計画、管理道路、防災調整池等について建設

費抑制のための効果的な計画立案を要すること。 

② 上記を実現するための技術及び配置等提案を記載すること。配置策等は簡易な配置図 

を記載する。 

 （２）ライフサイクルコストを想定に置いた施設計画について 

   ① 浸出水処理施設の管理、廃棄物の埋立作業、外部搬出処理の検討の有無と経費比較

等の建設費以外に係る費用についてライフサイクルコストを削減できる提案を行うこ

と。 

   ② 当提案については、複数の提案であってもよい。 

（３）その他諸条件 

① 計画予定地は、標高60ｍ～120ｍの高低差の大きい山地で、谷型地形には隣接した既

設処分場へのアクセス道路がある。なお、計画対象範囲は既計画位置に指定するもので

ない 

② 現地の土質は含水によって不安定となる施工困難な土質が多く存在する。 

③ 市道尾坂線の法線変更または搬入ルートの変更は可能とする。 

 

３ 書類作成上の注意事項 

 （１）企画提案内容については提案様式２を定めてあるが、本様式以外でも作成すること

も可能とするが、記載する順番及び記載内容は提案様式2のとおりとし、原則Ａ４版５

枚以内（両面印刷で10ページ以内）として作成すること。 

（２）企画提案は、PRポイントや記載理由など、提案の趣旨を簡潔かつ明確に示すこと。 

（３）提出する提案書には、企画提案者が特定できる会社名、ロゴマーク等を記載しない 

こと。 

（４）提出部数については、紙製本１部、電子データ（PDF）一式とする。 
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４ 提出方法等 

（１）提出期限  令和６年５月１７日（金）午後５時まで 

（２）提出場所  第３に同じ。 

（３）提出方法  持参又は簡易書留による郵送（提出期限までに到着したものに限

る。）により提出すること。あわせて電子データの提出も電子メールで

行うこと。 

（４）その他   提出期限以降における企画提案書への追加資料の提出は一切認めな

い。 

 

５ 企画提案書の著作権等の取扱い 

（１）企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。 

（２）市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるとき

は、提出された企画提案書の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 

（３）市は、企画提案者から提出された企画提案書について、京丹後市情報公開条例（平

成１６年条例第７号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるも

のとする。 

 

第７ 質疑応答等 

１ 参加申込手続き及び企画提案書の作成について質問がある場合においては、次のとおり

質疑応答書により提出すること。 

（１）提出書類  プロポーザルに関する質問書（質問様式） 

（２）提出期間  参加申込手続に係る質問  ：令和６年３月２２日（金）午後５時まで 

企画提案書の作成に係る質問：令和６年５月１０日（金）午後５時まで 

（３）提出場所  第３に同じ。 

（４）提出方法  事前に電話連絡の上、電子メールにより提出すること。 

２ １の質疑応答書は、質問者及び回答日において参加申込書を提出している者全てに対

し、電子メールにより回答するものとする。また、併せて、京丹後市公式ホームページ上

に当該回答内容を公表する。 

 

第８ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

１ 参加資格要件を満たしていない場合 

２ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

３ 実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件

に適合しない書類の提出があった場合 

４ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 
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第９ 企画提案の審査方法及び評価基準 

１ 審査委員会の設置 

企画提案の審査、評価及び特定を行うため、京丹後市新最終処分場整備に係る基本計画

策定業務及び基本設計業務のプロポーザル審査委員会（以下「審査会」という。）を設置

する。 

 

２ ヒアリング等の実施 

審査会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るプレゼンテーション

及びヒアリングを次のとおり行う。 

（１）実施方法 

ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明３０分、質疑１０分の計４０分

とする。 

イ 企画提案の追加資料の配付は禁止する。なお、提出された企画提案書と同一の図案や

写真を用いた説明用パネル及びパソコン等の使用は可能とする。 

65インチ程度のモニター及びHDMIケーブルは本市で準備するが、パソコンは提案

者が用意すること（この場合、パソコンを使用する旨を本市に事前に連絡すること）。 

ウ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて３名までとする。 

エ 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び特定から除外する。 

（２）実施日時及び場所 

プレゼンテーション及びヒアリングの実施日は令和６年５月２３日（木）を予定してい

る。 

なお、実施する時間及び場所の詳細については、第５で示した、企画提案書提出要請 

時に併せて通知する。 

 

３ 審査項目及び評価基準 

企画提案書及びプレゼンテーションにより、次の審査項目について、下記に示す評価基

準に基づき、審査及び評価を行う。 

＜評価項目＞ 

評価項目 評価の視点 配点 

１．配置予定技

術者の経験及

び能力 

管理技術者の経験及び能力 

・技術者資格等 

28 

・過去 10 年間の同種又は類似業務等

の実績内容 

・過去 10 年間に完了した業務の実績 

担当技術者の経験及び能力 

・技術者資格等 

・過去 10 年間の同種又は類似業務等

の実績内容 

・過去 10 年間に完了した業務の実績 
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２．実施方針 

業務理解度 ・目的、条件、内容の理解度が高いか 

22 

実施手順 
・業務実施手順を示す実施フローの

妥当性が高いか 

工程表 
・業務量の把握状況を示す工程計画

の妥当性が高いか 

その他 

・業務に関する知識、有益な代替案、

重要事項の指摘があるか 

・業務見積額が安価であるか 

３．特別テーマ

に関する技術

提案 

建設コスト削減のために効果的

な方法と配置策について（目標建

設費：80 億円以内） 

①埋立容量計算、造成計画、浸出

水処理計画、管理道路、防災調

整池等について建設費抑制の

ための効果的な計画立案の有

無、及び内容 

②上記を実現するための技術及

び配置等提案、配置策等の簡易

な配置図の記載の有無、及び内

容 

・地形、環境、地域特性等の与条件と

の整合性が高いか 

・着眼点、問題点、解決方法等が適切

かつ論理的に整理されており、本業務

を遂行するにあたって有効性が高い

か 

・提案内容に説得力があるか 

・裏付けとなる業務の実績があるか 

50 

ライフサイクルコストを意識し

た施設計画について 

①浸出水処理施設の管理、廃棄物

の埋立作業、外部搬出処理検討

の有無と経費比較等、建設費以

外に係る費用削減の提案の有

無、及び内容 

②複数提案可 

・地形、環境に加え施設規模や配置す

る施設種別など与条件との整合性が

高いか 

・着眼点、問題点、解決方法等が適切

かつ論理的に整理されており、本業務

を遂行するにあたって有効性が高い

か 

・提案内容に説得力があるか 

・裏付けとなる業務の実績はあるか 

 

４ 受託候補者の特定 

受託候補者の特定は、次の方法で行うこととする。 

（１）審査会における審査及び評価により、審査委員が採点した得点の合計を用い、これを

採点者数で除し平均点を算出し、得点の最も高い者を、審査会の合議の上、受託候補者

として特定する。 

（２）評価点の合計が同点となる者が２者以上ある場合は、審査会の合議により順位を決定

する。 

（３）上記により算出した客観的評価点を除く審査項目ごとの各委員の評価点の平均点の合

計がその配点合計（１００点）の６割（６０点）未満の者は、受託候補者として特定し

ない。 

（４）受託候補者と当該業務について協議の結果、契約の締結に至らなかった場合は、次点

の者を受託候補者に繰り上げて協議を行うものとする。 

（５）候補者の特定に至らない場合は、審査委員で協議の上、条件を変え再実施とする。 

 



8 

 

５ 審査結果の通知 

（１）受託候補者を特定したときは、速やかに企画提案者全者に対し、審査結果通知書によ

り、次の事項を通知するものとする。 

ア 受託候補者 

イ 評価点数 

ウ 受託候補者にあっては、今後の契約手続の旨 

エ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理由につ 

いて説明を求めることができる旨 

（２）受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任意）

により市長に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期間  （１）の通知があった日から７日以内までの休日を除く、午前９時から

午後５時まで 

イ 提出場所  第３に同じ 

ウ 提出方法  持参又は簡易書留による郵送（提出期限までに到着したものに限る。） 

により提出すること。 

（３）市長は、（２）の説明を求められたときは、説明を求められた日から７日以内（休日

を除く。）に説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

 

６ 審査結果の公表 

受託候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。 

（１）受託候補者 

（２）評価点数 

（３）受託候補者の特定理由 

 

第１０ 契約に関する基本事項 

１ 契約の締結 

受託候補者と当該業務に係る協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を作

成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴取し、随意契約の方法により契約を締結

する。ただし、受託候補者が第８のいずれかに該当したことが判明した場合は、契約しな

いことがあるほか、契約締結後においても、本市は催告を要せず契約を解除できるものと

する。なお、これらにより受託候補者又は契約の相手方に損害が生じた場合にあっても、

本市は一切の損害を負担しない。 

 

２ 契約書作成の要否  要する。 

 

３ 支払条件      業務委託料は、検査合格後に支払うものとする。 
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第１１ その他 

１ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

２ 参加申込及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

 

３ 提出された書類は返還しない。 

 

４ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

 

第１２ スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 

時期 実施項目 備考 

令和６年３月２２日（金） 
質疑受付期限（参加申込手

続き関係） 
午後５時厳守 

令和６年３月２９日（金）  参加申込受付期限 午後５時厳守 

令和６年４月 ２日（火） 参加資格審査結果の通知  

令和６年 5 月１０日（金） 
質疑受付期限（企画提案書

作成関係） 
午後５時厳守 

令和６年５月１７日（金） 企画提案書の提出期限 午後５時厳守 

令和６年５月２３日（木） 

（予定）  

プレゼンテーション事業

者選定審査 
 

令和６年５月２７日（月） 

（予定） 
審査結果の通知  

令和６年５月下旬 （予定） 契約（予定） 業務着手 

 


